
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団社会システム実証センター及び 

三次元半導体研究センターホームページ制作業務委託に係る 

企画提案公募実施要領 

 

  この要領は、標記企画提案公募に参加しようとする者（以下、「提案者」という。）が留意すべ

き事項について定めたものであり、提案者は、以下の事項を熟読した上で、企画提案を行うもの

とする。 

 

１ 業務目的 

○ 公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団社会システム実証センター・三次元半導体研究

センター（以下、「財団」という。）では、主に半導体分野の産業振興を目的として県内外企業

や学術機関、行政等の団体に対し施設概要や事業内容等を紹介することを目的としたホームペ

ージ（以下、「ＨＰ」という。）を制作している。 

○ 今年度、新事業を開始したこと、主要な装置・設備や保有技術など財団の事業内容等に大き

な変更が生じていることから、これらを契機として今回、デザイン、レイアウト及び機能の変

更も含め、利用者のニーズに沿った新たなＨＰを制作するもの。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団社会システム実証センター及び 

三次元半導体研究センターホームページ制作業務 

（２）業務内容 

「公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団社会システム実証センター及び 

三次元半導体研究センターホームページ制作業務委託仕様書」のとおり 

（３）委託期間 

契約締結の日から令和７年３月２４日（月）まで 

（４）予算規模 

３，０００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 応募資格 

  次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4（一般競争入札の参加者の資 

格）に規定する者に該当しないこと。 

② 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止措置要綱（平成 14年 2月 22日 13管達第 66

号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

③ 福岡県暴力団排除条例（平成 21年福岡県条例第 59号）に定める暴力団員又は暴力団若し

くは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

④ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされている

者または民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申し立てがなされ

ている者ではないこと。 

⑤ 委託業務に関する実績があり、かつ当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤



を有する法人であること。 

 

４ 実施スケジュール 

  企画提案公募の実施スケジュールは次のとおりとする。 

 項目 期間等 

１ 公募開始 令和６年１０月２１日（月） 

２ 質問受付 令和６年１０月２９日（火）まで 

３ 企画提案書類受付 令和６年１１月５日（火）１７時まで 

４ 企画提案書に基づく審査 令和６年１１月６日（水）～１１月中旬 

５ 審査結果通知 令和６年１１月中旬 [予定] 

６ 委託先候補者との協議及び契約締結 令和６年１１月下旬 [予定] 

７ 業務開始 契約締結後直ちに 

８ 業務完了期限 令和７年３月２４日（月） 

 

５ 応募手続き等 

（１）募集期間 

令和６年１０月２１日（月）から令和６年１１月５日（火）１７時まで 

（２）提出書類 

企画提案書（任意様式） 

（３）提出方法 

原則、ＰＤＦ形式に変換したデータを電子メールにて提出すること。 

※郵送、持参等により紙での提出を希望する場合は、事前に協議すること。 

（４）提出先 

「10 問い合わせ先」に記載のメールアドレスあてに送付すること。 

（５）質疑応答 

・質問は、令和６年１０月２９日(火)までに「10 問い合わせ先」あて電子メールで行うこと。 

・質問への回答は、質問者を匿名化しＨＰに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が軽微な

場合や、質問者の具体の提案内容に密接に関わる場合等においては、質問者に対し個別に回

答することがある。 

・公平性の確保、公正な選考を妨げるおそれがある質問には回答できない。 

 

６ 企画提案書 

（１）体裁 

・原則としてＡ４判カラー、１０頁程度を目安とすること。 

・表紙には「企画提案書」と題し、提案者名を記載すること。 

・頁下部に頁数を記載すること。 

（２）記載内容 

① 会社の概要及び業務実績に関する事項 

・会社の概要を記載すること。 

・過去５年程度で国、地方公共団体、大学等教育機関、外郭団体及び企業等のホームページ



を制作した実績を記載すること。 

・受託実績のうち、本業務を的確に遂行するに当たっての強みなど、アピールしたい内容が

あれば記載すること。 

② 業務の実施体制に関する事項 

・本業務を実施する際の実施体制について、責任者を明確にして記載すること。 

③ 業務の実施スケジュールに関する事項 

・１１月下旬契約～３月納品に至るまでのスケジュールを作成するとともに、財団と受託者

の役割を区分し提案すること。 

④ 今回の企画提案に関する事項 

以下の内容を具体的に記載すること。 

ア 企画コンセプト・イメージ 

・ＨＰ全体のコンセプト・イメージを提案すること。 

イ ＨＰ構成 

・ＨＰの構成図を提案すること。 

ウ デザイン及びコンテンツ（機能含む） 

 ＨＰには、以下のデザイン・コンテンツを含めるものとする。 

・ユーザビリティ、アクセサビリティに配慮するデザインであること。 

・トップページに新着情報欄及び主要施策紹介欄を設けること。 

・社会システム実証センター、三次元半導体研究センターそれぞれの施設レイアウト、

及び該当施設に設置された機器の紹介ページを設けること。 

・社会システム実証センター、三次元半導体研究センターそれぞれの保有技術の紹介

ページを設けること。 

・施設利用方法、問い合わせ、アクセスのページを設けること。 

・それ以外にも、ＨＰ制作に関する工夫等、有益な機能等があれば提案すること。 

例：ブランディング、チャットボットによる自動問い合わせ機能、設備予約状況、 

設備予約システム等 

エ ＨＰ基本情報 

・ＣＭＳの導入及びセキュリティ対策に関し記載すること。 

・予定するＨＰ構築基本情報（クラウドサービス利用を想定）を記載すること。 

 

※ 企画提案は、「公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団社会システム実証センタ

ー及び三次元半導体研究センターホームページ制作業務委託仕様書」を踏まえた内容と

すること。 

 

⑤ 所要経費に関する事項 

・ＨＰ制作業務に係る所要経費（必要に応じ当該年度の保守費用を含む）について、契約希

望額（税込）の１１０分の１００に相当する金額を、内訳と共に記載すること。 

・運用開始後の保守費用（レンタルサーバー費用、ＨＰ修正費用等）を参考情報として記載

すること。なお、次年度以降の保守費用については別契約とする。 

・契約希望額（税込）が、「２（４）予算規模」の額を超えている場合は、企画提案が無効と



なるため注意すること。 

   

（３）その他 

・提出された企画提案書は、委託先の選定にのみに使用する。 

・企画提案書に係る著作権は提案者に帰属する。 

・企画提案書の作成及びこれに係る付帯作業の経費等は、提案者の負担とする。 

・企画提案書に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、その提案を無効とし選定を取り消す

ことがあるため注意すること。 

 

７ 企画提案書の審査 

（１）選定方法 

・財団が設置する選定委員会において、企画提案書の内容を総合的に評価し、最も優秀な提案

を行った１事業者を委託先候補者に選定する。 

・評価は企画提案書、及び３０分程度（質疑応答含む）のプレゼンテーション等により行う。 

※プレゼンテーション開催日時等については、該当者に別途連絡します。 

（２）評価方法 

・別紙１の評価基準により審査を行い、最も合計得点の高い提案者を委託先候補者とする。 

・提案者が１事業者であった場合においても、選定委員会による審査の上、委託先候補者を決

定する。 

・委託先候補者が契約を辞退する場合、又は審査後に失格になることが判明した場合は、次点

の提案者を繰り上げることとする。 

（３）審査結果 

  ・委託先候補者の決定後、採択の如何に関わらず、全提案者に審査結果を通知する。 

（４）審査対象からの除外（失格事由） 

   次のいずれかに該当した場合は、審査の対象から除外する。 

   ① 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

   ② 他の提案者と応募提案の内容、又はその意思について相談を行うこと。 

   ③ 選定終了までの間に、他の提案者に対して提案の内容を意図的に開示すること。 

   ④ 提案書類に虚偽の記載を行うこと。 

   ⑤ その他、選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

８ 委託契約 

① 財団は、委託先候補者と具体的な委託業務内容等について協議を行い、合意に達した場合に

限り、当該事業者と委託契約を締結するものとする。 

② 委託業務内容等は、委託先候補者が提出した提案書をベースとするが、契約協議の過程で 

財団が内容の修正を求めることがある。 

③ 契約協議は、委託先候補者としての順位が上位の事業者から行い、合意に至らない場合は、

次点の提案者と協議を行うものとする。 

④ 選定された企画提案書に基づき作成された仕様書により、委託先候補者に対して見積りの

依頼を行う。なお、仕様書を作成する際に、その内容について財団と委託先候補者において



協議を行うものとする。 

９ その他 

① 企画提案書の提出は、１事業者につき１件に限るものとする。 

② 企画提案書の提出後、同提案書の差替、訂正、再提出はできない。ただし、財団から指示が

あった場合はこの限りでない。 

③ 企画提案書の提出後、財団が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。 

④ 企画提案書の提出後に辞退する場合は、その旨速やかに連絡するとともに、辞退理由等を

記載した辞退届（任意様式）を提出すること。 

10 問い合わせ先 

  〒８１９－１１２２ 糸島市東１９６３－４ 

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団  

社会システム実証センター 三次元半導体研究センター  

電話番号：０９２－３３１－８５１０ FAX番号：０９２－３３１－８５１５ 

メールアドレス：jiss-itoshima@ist.or.jp 

  



 

 

【評価基準】 

 評価は、各項目５点満点で採点し、係数を乗じた点数を配点とする。 

 

評価内容（評価の視点） 係数 配点

① 業務実績
過去に本業務に類似した業務を実施するなど、実績やノウハウが豊富である
か。

×2 10点

② 実施体制
十分な経験・知見・技術を有する者の配置等、業務の遂行が可能な人員・組織
体制となっているか。責任者が明確であるか。

－ 5点

③ 実施スケジュール
本事業の遂行が可能なスケジュールとなっているか。
また、財団と事業者の役割分担が具体的に示されているか。

－ 5点

④ 提案内容

基本方針(コンセプト)
コンセプトが明確で、両センターそれぞれの目的、機能をよく理解し、利用者（企
業、学術機関、行政等の団体）を意識した効果的なものとなっているか。

×3 15点

HP構成
閲覧者にとってHP全体が把握しやすく、目的とする情報に容易にたどり着ける
構成となっているか。

×2 10点

施設レイアウトや設備紹介について、閲覧者の見やすさ、理解しやすさを考慮し
たデザイン・レイアウトとなる工夫がされているか。

×2 10点

保有技術の紹介について、閲覧者の見やすさ、理解しやすさを考慮したデザイ
ン・レイアウトとなる工夫がされているか。

×2 10点

コンテンツ
付加機能等、HPの機能向上について提案がなされており、その効果が期待でき
るか。

×3 15点

⑤ 基本要件 CMS導入、セキュリティ対策など、仕様書に示された事項が満たされているか。 ×2 10点

⑥ 所要経費
所要経費の内訳が明確で、業務内容に見合った適切な提案額となっているか。
持続的なサービス提供が期待できるか。

×2 10点

100点

評価項目

合計

デザイン・レイアウト

別紙１ 


